
第一号様式（第55条関係）（平20国交令6・全改）表←85ミリメートル→第号競走監督官証↑写真官職氏名生年月日53ミリメトルーモーターボート競走法第60条の規定による競走監督官の証票年月日発行年月日限り有効↓国土交通大臣印裏モーターボート競走法抜粋第60条国土交通大臣は、国土交通省の職員に、その身分を示す証票を携帯させて、舟券の発売、払戻金及び返還金の交付その他競走の実施に関し、監督を行わせることができる。  


